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令和３年７月１５日 

各報道機関 御中 

 

 

 

 

 

 

【発表事項】 

新型コロナウイルスワクチンの接種スケジュール等について 

 

１．接種等の状況                                

接種済人数（ＶＲＳ（ワクチン接種記録システム）入力数） 

令和３年７月１４日現在（単位：人） 

 

①全体 

 
全体数（Ａ） 

接種数 接種率（１回目） 

（Ｂ／Ａ） １回目(Ｂ) ２回目 

松阪市 161,837 49,833 35,414 30.8％ 

多気町 14,292 4,783 2,912 33.5％ 

明和町 23,072 6,445 4,249 27.9％ 

大台町 8,904 3,678 2,389 41.3％ 

計 208,105 64,739 44,964 31.1％ 

※R3.1.1現在人口 

 

 

②65歳以上 

 65歳以上 

（発送数）(Ａ) 

接種数 接種率（１回目） 

（Ｂ／Ａ） １回目(Ｂ) ２回目 

松阪市 50,401 40,383 30,735 80.1％ 

多気町 4,970 3,832 2,376 77.1％ 

明和町 7,208 5,648 3,837 78.4％ 

大台町 3,932 2,995 2,037 76.2％ 

計 66,511 52,858 38,985 79.5％ 

 

 

連 絡 先 

課 名：健康づくり課 

電 話：0598-20-8087 
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２．当面の接種計画                               

 国からのワクチン供給状況により、当面の接種計画は次のとおりとします。 

 

（１）集団接種（クラギ文化ホール） 

現在（7/15） 7/25以降～（7/6発表） 7/25～9/末 

日・木  ：450 回×2クール 

月・水・金：600 回×1クール 

日・木   ：120 回×2クール 

月・水・金：120 回×1クール 

日・木   ：300 回×2クール 

月・水・金：300 回×1クール 

計 3,600回/週 計 840回/週 計 2,100回/週 

 7/6 発表の 2.5倍 

 

 

 

追加分の予約開始 

対象者 
64歳～55歳の方 

（1957年 4月 2日～1967年 4月 1日に生まれた方） 25,967人 

接種券 ６月 25日（金）に発送済 

集団接種予約開始 ７月 16 日（金）から 

集団接種予約期間 ７月 25 日（日）から８月末まで 

集団接種予約配分 ＷＥＢ ８：ＴＥＬ ２ 

 

 

対象者 

54歳～12歳※の方 

（1967年 4月 2日～満 12歳になる方） 93,067人 

※接種日に満 12歳に達している方が接種することができます。 

接種券 ７月９日（金）に発送済 

集団接種予約開始 ８月３日（火）から 

集団接種予約期間 ８月４日（水）から 10月末まで（接種 2回目に限り 11月まで） 

集団接種予約配分 ＷＥＢ ９：ＴＥＬ １ 

 

 

（２）ワクチンの供給状況による予約の増減 

 今後においても、国からのワクチンの供給量に基づいて接種枠を調整します。その際

は、市ホームページ及び記者会見等にて公表します。 
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３．「ＷＥＢ予約方法」の動画配信                         

 今後、ＷＥＢ予約の比率を上げていくに際し、これまでお問い合わせの多かった事

項等を加味した「ＷＥＢ予約方法」について、説明動画を作成しましたので配信しま

す。 

 ＷＥＢ予約システムの操作方法が分からない時は、本庁相談窓口、各地域振興局地

域住民課、各地区市民センター等、お近くの行政窓口にお問い合わせください。 

 

 

 開始日：令和３年７月 15日（木）10時より 

  

 

 

 

                         

４．外国人サポートデスクの設置                         

 外国人からの問い合わせに対応するため、本庁１階通訳コーナーに「外国人サポート

デスク」を設置します。職員１名を追加します。 

 

 開始日 ：令和３年７月 19日（月）10時より 

設置時間：平日 10時～16時 

 対応言語：英語、タガログ語、ポルトガル語 

 

 

 

 

 

 

５．渡航のための「新型コロナウイルス感染症予防接種証明書」交付申請受付開始   

 渡航のためにワクチン接種の事実を公的に証明するため、「新型コロナウイルス感染

症予防接種証明書（「接種証明書」）」を交付します。 

 「接種証明書」とは、予防接種法に基づき、交付するもので、特に国際的な人的往来

における利用の際、「接種済証」では、英語の表記、記載事項の不足、偽造防止対策と

いった課題があるため、「接種証明書」を交付します。 

当面の目的は、諸外国への入国時に「接種証明書」を提示し、防疫措置等の緩和をし

てもらうべく、現在、国にて諸外国から情報収集等を行っています。 

なお、本件は、全国一律の交付申請受付開始となります。 

（続く） 

ＱＲ 

誰でもできるネット予約 
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受付開始日 令和３年７月 26日（月）より 

受付窓口 

健康福祉部 健康づくり課 新型コロナワクチン室 

（健康センターはるる ２階） 

本庁、各地域振興局からも取り次ぎします。 

申請方法 窓口又は、郵送（郵送の場合は、返信用封筒・切手を同封） 

申請者 

以下の要件を全て満たす方。 

・新型コロナウイルスのワクチンを接種した方 

・旅券（パスポート）を保有している方 

・海外渡航を予定している方 

交付方法 申請受理後、窓口又は郵送にて交付 

必要書類等 
申請書、旅券（パスポート）、接種済証（接種券） 

※旅券（パスポート）は、有効期間内のもの。 

交付費用 無料 

 

 


